
 

 

令和４年度 第１回尾道市総合教育会議 次第 

 

 

日時：令和４年12月22日（木） 

午後１時30分～ 

場所：市庁舎４階委員会室 

 

 

 

１ 開会 

 

２ 市長あいさつ 

 

３ 協議 

 （１）教職員の働き方改革の推進について 

 

 （２）学力の向上について 

 

 （３）その他 

 

４ 閉会 

 

 

 

 

【配布資料】 

・資料１ 学校における働き方改革について 

・資料２ 給食費の公会計化について 

・資料３ スマートスクールの実現による新たな学びへ 
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学校における働き方改革について 

 

１．これまでの取組について 

 

１）「学校における働き方改革取組方針」（令和４年３月改訂） 

 

※平成３０年１０月策定の取組方針の改訂 

※平成３０年１０月策定の取組方針により、統合型校務支援システムの導入（令和２年

６月運用開始）、教務事務支援員等、教員とは異なる専門性や経験を有する専門スタッ

フの配置等に取り組む。 

 

ア）学校における働き方改革の目的 

・尾道教育総合推進計画（Ｒ４～Ｒ８）の円滑な実施、学習指導要領の改訂や新た

な教育課題等へ適切に対応できる学校体制を構築し、教員の子供と向き合う時間

を確保することで教育の質の向上を図る。 

    ・また、教員以外も含めた学校全体の長時間勤務を縮減し、一人一人が健康で生き

生きとやりがいをもって勤務できる環境づくりの実現を目指す。 

イ）期間 令和４年度～令和８年度 

ウ）目標 子供と向き合う時間が確保されていると感じる教員の割合  ９０％以上 

   時間外勤務時間月４５時間以下の教職員の割合      １００％ 

エ）新規の取組 

・学校・保護者間連絡システムの運用等、ＩＣＴを活用した業務の効率化を推進。 

・中学校区を単位とした全ての小中学校と尾道南高等学校に学校運営協議会制度を

導入。 

・学校給食費の公会計化の検討。 

・国による令和５年度以降の週休日等の部活動の段階的な地域移行の検討状況を踏

まえ、「尾道市立中学校における部活動の在り方に関する検討委員会」において、

部活動の在り方を検討。 

 

２）「部活動の方針」の策定 

・「運動部活動の方針」（平成３０年１０月策定） 

  ・「文化部活動の方針」（令和元年８月策定） 

⇒ 週２日（平日１日及び土日のいずれか）以上の休養日を設ける。 

１日の活動時間は、長くとも平日では２時間程度、学校の休業日（学期中の週末 

を含む）は３時間程度とする。 

 

３）「尾道市立学校の教育職員の在校等時間の上限等に関する方針」（令和２年４月策定） 

・月時間外在校等時間   ４５時間以下 

・年時間外在校等時間  ３６０時間以下 

資料１ 
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２．現状 

 

○子供と向き合う時間が確保されていると感じる教員の割合 経年変化 

 H30.6 R1.6 R2.6 R3.6 R4.6 

割合 ６６．２％ ６８．９％ ８０．１％ ８０．１％ ７８．０％ 

 

○時間外勤務が月８０時間を超える教職員の割合 

 H30.6 R1.6 R2.6 R3.6 R4.6 

小学校 ９．６％ ３．５％ １．３％ １．７％ ２．６％ 

中学校 ２７．４％ １３．６％ １１．４％ １３．４％ １３．５％ 

計 １６．２％ ７．２％ ５．０％ ６．０％ ６．６％ 

年間平均 ― ５．６％ ３．５％ ４．５％ － 

 

○時間外勤務が４５時間以下の教職員の割合 

 H30.6 R1.6 R2.6 R3.6 R4.6 

小学校 １９．５％ ２９．５％ ４４．６％ ５５．４％ ４５．４％ 

中学校 ２４．８％ ３２．５％ ３７．３％ ２７．９％ ２９．２％ 

計 ２１．４％ ３０．６％ ４２．０％ ４５．３％ ３９．５％ 

年間平均 ― ５０．６％ ６１．２％ ６１．８％ － 

 

○時間外勤務時間の平均 

 H30.6 R1.6 R2.6 R3.6 R4.6 

小学校 59h26m 52h44m 46h54m 45h09m 47h17m 

中学校 63h48m 57h11m 53h44m 56h53m 55h57m 

計 61h03m 54h22m 49h21m 49h28m 50h27m 

年間平均 ― 45h00m 40h53m 41h13m － 

 

【成果】 

・調査を開始した平成３０年６月と比較し、「子供と向き合う時間が確保されていると感

じる教員の割合」は増加、「時間外勤務時間」は縮減し、一定の効果が出ているものと

捉えている。 

 

【課題】 

・令和４年６月の調査では、「子供と向き合う時間が確保されていると感じる教員の割合」

「時間外勤務時間」ともに、後退をしている。（新型コロナウイルス感染症拡大防止の

対応が一区切りつき、日常が戻っていることに関係すると考えられる。） 

・中学校において、一層の取組が求められる。（部活動の指導が関係すると考えられる。） 
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休日の部活動の地域移行について 

 

１．「運動部活動の地域移行に関する検討会議」提言（令和４年６月 スポーツ庁） 

「文化部活動の地域移行に関する検討会議」提言（令和４年８月 文化庁） 

 

【改革の方向性】 

・まずは、休日の運動部活動（文化部活動）から段階的に地域移行していくことを基 

本とする。 

 ・目標時期 令和５年度の開始から３年後の令和７年度末を目途とする。 

・平日の運動部活動（文化部活動）の地域移行は、できるところから取り組むことが

考えられ、地域の実情に応じた休日の地域移行の進捗状況を検証し、更なる改革を

推進。 

・地域におけるスポーツの機会（文化芸術に親しむ機会）の確保、生徒の多様なニー 

ズに合った活動機会の充実等にも着実に取り組む。 

・地域のスポーツ団体（文化芸術団体）等と学校との連携・協働の推進。 

 

２．本市におけるこれまでの取組について 

 

ア）「尾道市立中学校における部活動の在り方に関する検討委員会設置要綱」策定 

（令和２年２月） 

 ※中学校校長会長、中学校体育連盟会長、学校教育部長、生涯学習課長、学校経営企

画課長、教育指導課長による検討会議。 

 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止対策による書面会議を含め、これまでに４回実

施 

 ※国や県の方向性を確認するとともに、県内他市町の取組状況などについて、情報共

有を図とともに、休日部活動の地域移行に向けた課題について意見交換を行う。 

 

イ）「これからの休日の部活動の地域移行に関するアンケート調査」の実施 

対象：中学校１・２年生、中学校教員 

 期間：令和４年１２月１２日～令和４年１２月２３日 

方法：Google Classroom で行う。 

 

※集計結果は、「検討委員会」で、地域における新たなスポーツ環境（文化芸術に親

しむ環境）の在り方を検討する際に活用する。 

※今後、小学校５・6年生および中学校１・２年生の保護者を対象に実施 
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３．令和５年度の取組について（予定） 

 

ア）「尾道市立中学校における部活動の在り方に関する検討委員会設置要綱」改訂 

・現在、学校関係者と教育委員会事務局職員で構成されている検討委員会を拡大し、

地域や関係団体の理解や協力を得ながら、令和５年度中に、本市の実情に合わせた

推進計画を策定する。 

 （学識経験者、尾道市体育協会、尾道市文化協会、尾道市内のスポーツ団体の代表、

尾道市小学校ＰＴＡ・中学校ＰＴＡの代表、小学校校長代表、中学校校長会代表、

尾道市中学校体育連盟会長 等を想定している。） 

 

イ）スポーツを通した体力つくり講座の開催（案） 

・主催  教育委員会 

・対象  尾道市立中学校の生徒（市内全域から募集） 

・開催例 ・サッカーを通した体力つくり講座、ソフトテニスを通した体力つくり講

座、といった名称により、月１回、１年間を通して開催する。 

・市内高等学校指導者や市内のスポーツ指導者等を指導者として招聘する

ことを想定している。 
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給食費の公会計化について 

【学校給食費の公会計化について】 

 学校給食の給食費は、現在、学校独自の会計（私会計）で管理されており、保護者から

の学校給食費の徴収及び管理の業務が、学校現場の教員の業務となって運用されている。 

 この給食費の徴収及び管理について、文部科学省では、「学校給食費徴収・管理に関する

ガイドライン」（2019年 7月）を策定し、学校給食費を地方公共団体の会計に組み入れる「公

会計制度」を採用し、教員の負担軽減等に向け、保護者からの学校給食費の徴収・管理業

務を地方公共団体が自らの業務として行うことを推進するとしている。 

このことに伴い、本市においても、公会計化の導入について、検討を行っている。 

 

【公会計化を行うことのメリット】  

メリット 内容・効果 

教員の業務負担の軽減が図られる 給食費の徴収及び管理、未納者への対応等の時間が

不要となり、児童・生徒と向き合う時間が得られる

ことで、結果として学習の質が向上する。 

徴収・管理業務の効率化が見込まれ

る 

公会計化システムを導入することで、関連業務の平

準化、効率化が図られる。 

保護者の利便性が向上する 給食費の納付方法を多様化することで、利便性が図

られる。 

透明性の向上、公平性の確保 給食費会計の経理面の管理・監督体制や監査の機能

が充実できる 

給食の安定的な実施・充実 効率的・効果的な食材調達の手法をとることで、給

食の安定供給を行うことができる。 

資料２ 
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【公会計化を行うにあたっての課題点】  

課題点 内容 

公会計化システム構築について 行政・学校の関係システム等との連携により、学校

現場、また教育委員会で効率的な運営ができるよう

構築する必要がある。 

⇒基幹系・校務支援システムとの連携ができるシス

テムの構築には、期間と多額の予算を要する 

業務従事体制について 学校現場の教員業務負担の軽減を図りつつ、市にお

ける業務体制においても、効率的な運営を行うため

の人員体制の整備が必要となる。 

⇒市の体制で行う場合、各校で時間を割いていた保

護者対応等も含め業務量が増となるため、担当人員

増又は、外部委託も含めた体制整備を要する 

給食食材物資の入札制度について 入札制度の導入に当たって、地産地消の取組も継続

できるような仕組みづくりが必要となる。 

⇒新施設の整備等で、給食食数が増加となる。 

納入業者の中・小規模によらず、地産地消の取組

が継続、促進できる制度の仕組みづくりを要する 

給食の安全な提供の継続について 給食の安全な提供に関わる学校の教員（栄養教諭・

養護教諭・事務職員、担任等）においては、校内で

の確実な連携の維持が必要。 

⇒学校現場での給食費徴収・管理業務以外の関連業

務における連携強化を要する（アレルギー対応等） 

食材発注事務等について 食材発注、支払事務について、県費栄養教諭等のか

かわり方について、体制整備が必要となる。 

⇒現在、食材発注業務は、施設に応じて一括発注又

は単独調理場での発注を、県費栄養教諭の一部又は

市費栄養士等が実施。 

食育指導の役割を担う栄養教諭が、食材発注等業

務を継続することが、教諭としてどうあるべきかの

整理が必要であり、今後の見直しによっては、一括

発注等により業務を集約する場合、それに応じた体

制の整備が必要となる。 

【今後の取組】給食全般に関わる全ての業務において、安全な給食提供、安定した提供を

継続するため、教職員および教育委員会事務局職員が、効率的な業務運営につながるよう

に業務改善をすすすめながら、給食費の公会計化を導入していく。 
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ス
マ
ー
ト
ス
ク
ー
ル

の
実

現
に
よ
る
新

た
な
学

び
へ

 



【
こ
れ
ま
で
の
重
点
取
組
】

 
・
「
じ
っ
く
り
考
え
さ
せ
る
活
動
」

 
・
「
ゴ
ー
ル
の
明
確
化
」

 
・
「
振
り
返
り
の
充
実
」

 
・
「
達
成
意
欲
を
喚
起
さ
せ
る
課
題
設
定
の
工
夫
」

 

「
知
識
を
暗
記
す
る
だ

け
で
は
な
く
、
知
識
を

『
活
用
す
る
』
授
業
の

充
実
」

 

１
 
令
和
４
年
度
の
取
組
に
つ
い
て

 
尾
道
版
「
学
び
の
変
革
」
推
進
協
議
会
に
よ
る
授
業
改
善
の
取
組

 

ス
マ
ー
ト
ス
ク
ー
ル
の
実
現
（
IC

T
の
活
用
）
 

★
授
業
に
お
い
て
、
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
、
大
型
提
示
装
置
、
ノ
ー
ト
、
板
書
を
効
果

的
に
活
用
す
る
ベ
ス
ト
ミ
ッ
ク
ス
な
授
業
を
目
指
す
 

★
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
の
活
用
 

★
N
et
モ
ラ
ル
 

eラ
イ
ブ
ラ
リ
活
用
研
修

 
 

 
 



・
各
学
校
の
作
成
し
た
検
証
改
善
シ
ー
ト
か
ら
、
「
学
び
の
変
革
」
推
進

協
議
会
、
サ
ブ
リ
ー
ダ
ー
研
修
会
等
の
市
主
催
研
修
会
で
、
関
連
さ
せ
な

が
ら
一
貫
し
た
内
容
を
指
導
。

 
・
中
学
校
区
で
の
小
中
連
携
教
育
の
中
で
学
力
分
析
を
行
い
、
検
証
改
善

シ
ー
ト
の
内
容
を
共
有
。

 
・

IC
T
の
効
果
的
な
活
用
に
向
け
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の

ch
ro

me
bo

ok
つ
か
っ

て
マ
ス
タ
ー
研
修
会
で
実
践
交
流
を
実
施
。

 
・
学
習
支
援
講
師
の
情
報
交
換
会
の
実
施

 
（
日
常
の
授
業
改
善
へ
つ
な
げ
る
）

 
・
指
導
主
事
が
定
期
的
に
よ
る
指
導
助
言
の
継
続
。
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和
４
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取
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つ
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て

 

教
育
委
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取
組

 



Ja
m

b
o

ar
d
の
友

達
の
考
え
を
見

て
対
話

 
黒
板
の
友
達
の
考
え

を
見
て
対
話

 

ノ
ー
ト
に
書
い
た
自
分

の
考
え
を
見
せ
て
対
話

 

ノ
ー
ト
に
書
い
た

自
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の
考
え
を
見

せ
て
対
話

 

最
後
に
は
、
み
ん
な
で
解
い
た

問
題
と
違
う
問
題
を
一
人
で
よ

り
よ
く
解
け
る
よ
う
に
な
る
た

め
に
、
対
話
的
な
学
び
を
通
し

て
、
自
分
で
ペ
ア
の
友
達
を
選

び
【
指
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の
個
別
化

】
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自
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の
理
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き
る
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図

【
学
習

の
個
性
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】
を
見
つ
け
る
。

 

対
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活
性
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す
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た
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の
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T
の
活
用

 



２
 
ス
マ
ー
ト
ス
ク
ー
ル
尾
道
の
取
組
へ

 

【
個
別
最
適
な
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び
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ブ
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ッ
ト
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末
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ド
リ
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教
材
の
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①
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童
生
徒
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主
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・
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的
で
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深
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働
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学
び
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付
箋
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見
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共
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２
 
ス
マ
ー
ト
ス
ク
ー
ル
尾
道
の
取
組
へ

 

②
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ブ
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ッ
ト
端
末
等
の
学
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で
の
運
用

 

授
業
で
の
活
用

 
研
修
関
係
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３
 
学
力
調
査
の
状
況

 

 
No

 
「
尾
道
教
育
総
合
推
進
計
画
」

指
標
名

 

単 位
 

基
準
値

(R
3)

 
(R
４

) 
目
標
値

(R
8)

 

２
 

全
国
学
力
・
学
習
状
況
調
査

（
小
６
・
中
３
）
正
答
率
が
全

国
平
均
以
上
の
学
校
の
割
合

 

％
 

小
：

75
.0

 

中
：

46
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小
：

50
.0

 

中
：

31
.3

 

小
：

80
.0

 

中
：

80
.0

 

尾
道
教
育
総
合
推
進
計
画
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力
調
査
の
状
況

 

児
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質
問
紙
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か
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に
配
備
さ
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ッ
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ど
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レ
ッ
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配
備
さ
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P
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レ
ッ
ト
端
末
な
ど
の
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器
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程
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週
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回
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４
 
今
後
の
取
組
に
つ
い
て

 

・全
国
学
力
・学
習
状
況
調
査
（
小
６
・中

3
）正
答
率
が
全
国
平
均
の
学
校
の
割
合
を

増
や
す
た
め
の
授
業
改
善

 
・
正
答
率
に
お
け
る
学
校
間
の
差
を
な
く
し
て
い
く
。

 

・
IC

T
な
ど
の
活
用
や
こ
れ
ま
で
の
教
育
を
組
み
合
わ
せ
、
ど
の
よ
う
に
学
力
向
上
に
結
び

付
け
て
い
く
か
。

 

「主
体
的
・対
話
的
で
深
い
学
び
」
を
実
現
す
る

授
業
を
市
内
全
体
で
進
め
る
。

 


